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第４章 行動計画                                 

本章では、第３章で掲げた基本理念と目標（目指すべき社会）の実現に向け、共通の

基本的視点を示したうえで、第２章第３節「とちぎの生物多様性の現状と課題」に対応

した各取組を体系的に示します。 

 

第１節 基本的視点 

 行動計画については、生物多様性条約第５回締約国会議（ＣＯＰ５）で合意された

エコシステムアプローチ※の考え方を踏まえ、特に次の５つの視点を重視して取り組

みます。 

１ 予防的・順応的な対応 

       自然環境に影響を及ぼす行為については、科学的知見のもと早めに対策を講じ

る予防的な対応と、モニタリング調査結果に基づき、柔軟に対応を変更する順応

的な対応によって、人と自然との共生を進める視点 

 

２ 多様な主体の連携と協働 

県民、保全活動団体、事業者、行政などのあらゆる主体が、それぞれの役割を

果たしつつ多様な連携・協働を図ることにより、生物多様性の保全と持続的利用

を確保する視点    

 

３ 広域的な視点 

   水や物質の循環を流域ごとにとらえた上で、生態系のつながりに配慮しつつ、

地球規模での生き物のつながりを認識して、県内の取組に活かす視点 

 

４ 社会経済的な仕組みの考慮 

   本県の豊かな生物多様性を地域の財産として保全し、持続的に利活用すること

で地域を豊かにする視点 

 

 ５ 総合的な考え方と長期的な視点 

様々な分野において生物多様性の視点を取り入れた取組を進めるとともに、長

期にわたる生物多様性からの恵みを考慮する視点   

    

 

※エコシステムアプローチ 

平成１２年にナイロビで開催された生物多様性条約第５回締約国会議（ＣＯＰ５）において合

意された、生物多様性の保全と持続可能な利用を図るために有効な自然資源の管理についての基

本的な考え方です。 
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○　重要地域の保全
 　・自然公園の適正な管理
 　・自然環境保全地域などの指定と適正な管理
 　・天然記念物の適正な保護

○　生態系ネットワークの維持・形成
 　・各種計画への位置付け
   ・大規模開発における生態系ネットワーク

     への配慮

○　県の公共事業などにおける取組
    ・公共事業における生物多様性への配慮
　 ・水環境の保全

　
○　捕獲・採取の規制
○　生息・生育地の適切な管理
○　違法捕獲・違法飼養の防止
○　動植物の生息・生育状況などの把握
　 ・絶滅のおそれのある種の調査
　 ・自然環境情報の管理

○  「特定鳥獣保護管理計画」などに基づく対策
     ・捕獲の促進　　　・生息地の管理

　   ・被害防止対策　　・生息状況の把握

○  鳥獣保護区などの指定・管理
○  大学との連携による調査・研究
○  狩猟者の育成

 
○  生息・生育状況の把握及び駆除
○  内水面漁業による取組
○  栃木県版外来種リストの作成
○  県ＨＰなどを活用した情報提供
○  屋外放逐防止のための普及啓発

○　雑木林の適切な管理
○　人工林などの適切な管理
○　林業の活性化と県産出材の利用
○　農業従事者や地域住民などが一体となった活動
○　環境に配慮した農業

○  県民意識の醸成
    ・広報活動の強化
    ・環境学習の推進

    ・絶滅のおそれのある種の普及啓発

○  自然とのふれあい
    ・ふれあいの場の整備

    ・ふれあう機会の提供

    ・ニューツーリズムの促進

○  人材の育成と活用
    ・自然ふれあい活動指導者などの活用及びスキルアップ

    ・環境学習や環境保全活動を促進する人材の育成

○  協働による保全活動
    ・多様な主体の協働による保全活動の促進
    ・河川美化活動などの促進

    ・保全活動などに関する情報共有ネットワークづくり

○  企業活動による取組

 
○　「とちぎ環境立県戦略」などに基づく取組

行　　　　　　動　　　　　　  計　　　　　　  画

１-１ 地域の生態系の保全 １-２ 絶滅のおそれのある種の保全

３ 野生鳥獣の保護管理２ 里地里山の活用と保全

５ 地球温暖化への対応４ 外来種の防除

６ 生物多様性を支える人づくりの推進

 



- 32 - 

第２節 行動計画 

１－１ 地域の生態系の保全   

(1) 重要地域の保全 

   ① 自然公園の適正な管理 

国立公園と県立自然公園は、ともに優れた自然の風景地として保護が図

られてきましたが、平成１４年の自然公園法の改正に伴い、国及び地方公

共団体の責務として、生物多様性の確保が位置付けられました。さらに平

成２１年には、生物多様性基本法の制定などを踏まえ、自然公園法の目的

に生物多様性の確保に寄与することが追加されました。 

本県では、生態系ネットワークの核となる奥山自然地域の多くが自然公

園に指定されています。このため、自然公園が本県の生物多様性保全の屋

台骨としての役割を確実に果たせるよう、適正な管理を図ります。 

特に、日光地区においては、シカによる植生被害が著しいため、湿原に

生育する貴重な植物などを守るための保全対策を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 ② 自然環境保全地域などの指定と適正な管理 

        自然環境保全地域は、天然林や河川・湖沼、野生動植物の生息・生育地

など、その自然環境を特に保全する必要があることから指定された地域で

す。 

      根拠法である自然環境保全法が平成２１年に改正され、生物多様性の確

保がその目的に追加されるなど、生物多様性の保全にとってその重要性が

増しています。 

      このため、絶滅のおそれが高まっている種が多く生息・生育している里

地里山地域を中心に、新たに自然環境保全地域などに指定し、その保全を

図ります。また、既存の指定地についても、生物多様性の質の向上に向け、

より適切な管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 
前日光県立自然公園にある井戸湿原（鹿沼市） 

 
親園自然環境保全地域にある滝岡ミヤコタナゴ保護地（大田原市） 
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 ③ 天然記念物の適正な保護 

      天然記念物は、学術的価値が高い動植物や地質鉱物を指定しているもの

で、平成２１年現在、国と県で合わせて７７件が指定されており、その保

護を図っています。特に、県内の天然記念物の中でも、日本で唯一特別史

跡と特別天然記念物の二重指定を受けている日光の杉並木街道は非常に貴

重であり、樹勢の回復や保護用地の公有化を進めます。 

また、特別天然記念物であり県獣に指定されているカモシカの生息状況な

どを調査し、適正な保護を図ります。 

 

 

 

 

 

  

   

 (2) 生態系ネットワークの維持・形成 

① 各種計画への位置付け 

      県の土地利用計画や河川整備計画などの各種計画に生態系ネットワーク

の維持・形成やその意義を位置付け、緑地のつながりや河川の連続性の確保

など、計画的に施策を実施します。 

      また、市町が策定する土地利用計画や緑の基本計画などの各種計画への生

態系ネットワークの考え方の導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
県獣カモシカ（日光市） 

「緑の回廊」の設定 

  林野庁では、国有林の中の貴重な自然環境を持つ森林を保全するため、保護林などを設

定していますが、さらに、動植物にとって貴重な生息・生育地である保護林を結ぶことで、

野生動植物が移動し、生活の場を広げ、より多様で充実した森林生態系を目指すための森

の通り道となる「緑の回廊」を設定 

しています。 

  県内には、「緑の回廊日光線」、 

「日光・吾妻山地緑の回廊」の２箇

所（１２０ｋｍ、７２，６２４ha）

が設定されています。 

 

 

 
 

出典：林野庁ＨＰ   
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② 大規模開発における生態系ネットワークへの配慮 

       環境影響評価制度や自然環境保全協定制度により、希少種の保全、在来

種を活用した緑化などのほか、生態系ネットワークの維持・形成の観点か

らも適切な配慮がなされるよう努めます。 

また、事業の計画立案段階で複数案を比較する戦略的環境アセスメント

制度についても検討を進めます。 

     

(3)  県の公共事業などにおける取組 

①  公共事業における生物多様性への配慮 

野生動植物の生息・生育地や生態系ネットワークの維持・形成などに配慮

した公共事業を推進します。 

ア 農業農村整備に当たっては、調査・設計段階から施工に至るまで、生態

系や景観などの環境に配慮して実施します。また、各地域において「環境

配慮検討会」を設置し、地域住民などと協働で各地区の創意工夫による特

色ある取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

イ 道路整備に当たっては、必要に応じて希少動植物のモニタリング調査な

どを行うとともに、工事時期の調整や騒音の低減など、多様な生物の生

息・生育環境の保全に配慮します。 

 

ウ 河川整備に当たっては、河川全体の自然の営みを視野に入れるとともに、

地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生

物の生息・生育環境及び多様な河川風景を保全・創出する多自然川づくり

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多自然川づくりの例（宇都宮市姿川） 

農業農村整備事業

調　査 計　画 設　計 施　工

環境配慮
検討会

保全手法検討・維持管理・モニタリングなどを検討

地元による
維持管理
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エ 砂防工事に当たっては、豪雨出水時における土砂災害から人命・財産を

守るために危険な土砂を止めることはもとより、透過型砂防えん堤の整備

などにより、平常時の渓流環境の連続性及び土砂移動により培われる生物

の生息・生育環境の保全を図ります。      

      

     オ その他、県の実施する公共事業においては、「栃木県公共事業環境配慮

指針」に基づき、「計画地周辺の動植物の把握」や「希少種などの生息・

生育環境への影響の回避・低減」、「在来種を活用した緑化」など、率先し

て生物多様性への配慮を推進します。  

 

② 水環境の保全 

県内の公共用水域の水質汚濁の状況を監視するための水質調査を実施す

るとともに、湯ノ湖の水質浄化に寄与するため、コカナダモ（外来種）の

除去を関係団体と協働して行います。 

      また、新たに県内の河川及び湖沼について、水生生物の保全に係る水質環

境基準の類型指定を行い、公共用水域における水生生物の生息・生育環境の

保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯ノ湖における在来種の生息範囲の拡大 

 コカナダモの生育範囲が減少する一方、フサモ、ヒメフラスコモ、カタシャジクモなどの

在来藻類の生育範囲が拡大しています。 

コカナダモの除去活動は、こうした在来種の生息環境が回復している要因の一つと考えら

れます。 

 

 

 
平成21年度

 

※２色の斜線は混在 

 湯滝へ 

兎島 

コカナダモ

コカナダモ（150ｃｍ以上）

ヒメフラスコモ

カタシャジクモ

フサモ

センニンモ

糸状藻類

ヒンジモ

外来種

在来種

コカナダモ

コカナダモ（150ｃｍ以上）

ヒメフラスコモ

カタシャジクモ

フサモ

センニンモ

糸状藻類

ヒンジモ

コカナダモ

コカナダモ（150ｃｍ以上）

ヒメフラスコモ

カタシャジクモ

フサモ

センニンモ

糸状藻類

ヒンジモ

外来種

在来種

 

 平成14年度  
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１－２  絶滅のおそれのある種の保全      

  (1) 捕獲・採取の規制  

個体数が減少しており、捕獲・採取が種の存続に重大な影響を与えるおそ

れのある種について、その生息・生育地を自然環境保全地域に指定するほか、

捕獲・採取の規制について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  生息・生育地の適切な管理 

絶滅のおそれのある種の保全については、絶滅を回避するため、それぞれの

生息・生育地を保全することが必要です。このため、地域指定による保全のほ

か、生息・生育地の県民協働による適切な管理を進めます。 

特に、羽田ミヤコタナゴ生息地保護区については、近年、ミヤコタナゴの生

息が確認されていないことから、環境省、大田原市、地域住民などと協働して

放流に向けた生息環境の改善を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 違法捕獲・違法飼養の防止 

     鳥獣の違法捕獲や違法飼養の取締を行うとともに、関係団体と連携して、ペ

ットショップなどへの巡視・指導や県民への普及啓発を行います。 

      

 

 
保護を訴える看板（さくら市） 

 
協働によるミヤコタナゴ生息水路の維持管理（大田原市） 
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(4) 動植物の生息・生育状況などの把握   

① 絶滅のおそれのある種の調査 

絶滅のおそれのある種の状況を把握することは、動植物の生息・生育環境

の保全や絶滅を回避するために極めて重要です。このため、栃木県版レッド

リストを定期的に改訂し、状況の把握に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  自然環境情報の管理 

        地理情報システム（ＧＩＳ）などを活用した希少種の生息情報や保全区域

などの自然環境に関する情報の集約化及び発信に努めます。  

ＮＰＯとの協働によるオオタカの保護活動 

 オオタカのヒナが巣から持ち去られることを防止するため、ＮＰＯ法人オオタカ保護基

金、関係市町及び県が協働して、密猟防止柵を設置しています。 

 また、オオタカ保護基金では、モニタリング調査、土地の購入や協定の締結による生息地

の確保、小中学生を対象とした「オオタカ保護ジュニアレンジャー」による体験活動など、

幅広い活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
密猟防止柵の設置（那須塩原市） 

 
ジュニアレンジャーの体験活動（那須町） 

栃木県版レッドリストとレッドデータブックとちぎ 

  栃木県版レッドリスト 

県内の野生動植物などについて調査

し、絶滅のおそれのある種や地形・地

質をリストアップしたものです。 

 レッドデータブックとちぎ 

  栃木県版レッドリストを基に、絶滅

のおそれのある種などについて、その

概要や生息・生育状況を解説したもの

です。  

  

 
レッドデータブックとちぎ 
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２ 里地里山の活用と保全                    

(1) 雑木林の適切な管理 

       雑木林の整備や保全活動を実施する市町や地域住民、保全活動団体を「とち

ぎの元気な森づくり県民税」などを活用しながら支援し、様々な動植物が生

息・生育する豊かな森づくりを促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)  人工林などの適切な管理 

     人工林の持つ公益的機能の高度発揮を図るため「とちぎの元気な森づくり県

民税」などを活用しながら、間伐を実施し、林内が明るく下草が生い茂る豊か

な森づくりを推進します。 

       また、広葉樹林・複層林の整備、長伐期施業の実施などの多様な森づくりに

取り組むとともに、持続可能な管理を行っている森林を認証する制度（森林認

証制度）の普及により健全な森づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  林業の活性化と県産出材の利用 

  豊かな森林資源を次の世代に引き継ぐため、林業経営の集約化、林業事業

体の体質強化を図るとともに、森林整備を支える優れた担い手を育成し、活

力ある林業・木材産業の確立を図ります。 

 
適切に管理された奥山林（鹿沼市） 

地域住民が主体となった雑木林の再生（高根沢町鷺野谷地区） 

 「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用し、ボランティアが中心となって約２ha

の管理放棄された雑木林の下刈りや灌木の伐採などを行い、見通しのよい雑木林に再生

しました。近くにある「エコハウスたかねざわ」が中心となって、自然観察会などのフ

ィールドとして活用しています。 

 

 

 

 

 

 

   
 

手入れされた雑木林 

 
手入れ前 
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  また、木造住宅建設への支援や、木造住宅設計講習会などの開催を通じて、

県産出材の利用促進を図ります。 

 

 (4)  農業従事者や地域住民などが一体となった活動 

農地や農地周辺の管理活動のほか、「田んぼまわりの生き物調査」などを

通じて、身近な生き物や環境に対する地域の関心を高め、環境に配慮した

米づくりや、水田魚道、ビオトープの設置、冬期湛水田（ふゆみずたんぼ）

といった地域住民などが一体となった活動を促進します。 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

(5) 環境に配慮した農業 

       「土づくり」を基本に、化学農薬や化学肥料の使用削減など、環境との

調和のとれた農業生産を推進します。 

   ① 全ての農業者を対象として、環境への配慮や食品の安全確保など、「良

い農業」の実践方法を示したＧＡＰ（Good Agricultural Practice）規

範の普及・定着を図り、環境への負荷を低減した農業の面的な拡大を推

進します。 

② 「栃木県有機農業推進計画」（平成２１年栃木県）に基づき、有機農

業を志向する農業者が有機農業に取り組みやすい環境づくりや有機農業

に対する消費者の理解促進などの取組について、関係機関や民間団体な

どとの連携のもと、総合的に推進します。 

 

 

「田んぼまわりの生き物調査」 

本県の美しい農村景観や生物多様性といった豊かな地域資源を次の世代に継承するた

め、田んぼまわりの環境健全度の指標となる「田んぼまわりの生き物調査」を農地・水・

環境保全向上対策を行ううえでの必須活動項目として実施しています。 

 

 

  

 

 
田んぼでの生き物調査（宇都宮市） 

※GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理） 

農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿っ

て、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び改善を行うことによる持続的

な改善活動のことです。 
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３ 野生鳥獣の保護管理  

(1)  「特定鳥獣保護管理計画」などに基づく対策 

シカ、サル、イノシシ、カワウなど農林水産業や生態系に被害を及ぼす種

や、過度な捕獲が絶滅につながるおそれのあるツキノワグマについては、「特

定鳥獣保護管理計画」などにより、科学的かつ計画的な対策を実施します。 

① 捕獲の促進 

近年、大型哺乳類（シカ・イノシシ）の生息域が急激に拡大し、県内各

地で農作物に被害を及ぼすとともに、食害によって生態系に大きな影響を

与えていることから、その状況を十分に把握した上で、有害鳥獣捕獲（個

体数調整）や狩猟による人為的な個体数のコントロールを進めます。 

 

② 被害防止対策    

「とちぎの元気な森づくり県民税」など各種事業を活用した被害対策を実

施するとともに、地域ぐるみでの鳥獣から農作物を守る取組を促進するた

め、モデル集落を設定し、地域住民と行政、専門家が協力して集落の環境

診断、効果的な対策の導入及び効果判定を実施します。 

       また、シカによる高山植物の食害については、環境省をはじめとする関

係機関と連携して防止対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

③ 生息地の管理 

   イノシシなどによる被害が発生している地域では、農地に接する雑木林

の整備や耕作放棄地の解消などにより緩衝帯を配置することで、人と野生

獣との棲み分けを図ります。 

   また、ツキノワグマに関しては、現在の個体数を安定的に維持する必要

があることから、鳥獣保護区や緑の回廊の設定による生息環境の保全や広

葉樹林・複層林の整備、長伐期施業の実施などによる多様な森づくりを進

めます。  

 

④ 生息状況の把握 

特定鳥獣保護管理計画を策定しているシカ、サル、イノシシ及びツキノ

ワグマについて、生息状況などのモニタリング調査を実施します。 

 
集落の環境診断（佐野市） 
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また、保護管理指針を策定しているカワウについても、県内の主要な生

息地で個体数調査を行い、「関東カワウ広域協議会」において、広域での対

策を検討します。 

 

(2) 鳥獣保護区などの指定・管理 

鳥獣の生息状況、生息環境などを把握するとともに、関係団体や地域住民の

理解を得たうえで、鳥獣保護区の新規指定や存続期間の更新などを行います。 

 

(3)  大学との連携による調査・研究 

里地里山などにおける動植物の生息・生育状況を把握して鳥獣被害対策に

活かすため、県内に活動拠点がある宇都宮大学、東京農工大学などと連携し、

調査・研究を実施します。 

 

(4)  狩猟者の育成 

鳥獣による生態系や農林水産業への被害が深刻化する中、増えすぎた鳥獣を

捕獲するうえで、狩猟の持つ公益的な役割と意義はますます高まっています。

このため、関係団体と協力し、狩猟免許取得を促進するための出前講座を開催

するほか、わな猟初心者の技術向上のための研修会などを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣新聞 

農林業などで鳥獣害を受けている県民に、動物の生態や被害対策について分かりやすく説

明するとともに、自らできる対策について知っていただくことを目的として発行しています。 
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４ 外来種の防除                   

(1)  生息・生育状況の把握及び駆除 

自然公園の特別地域や、絶滅のおそれのある種への影響が懸念される地域に

ついて、外来種の生息・生育状況を把握するとともに、重点的な駆除を実施し

ます。 

 

 

 

 

 

(2) 内水面漁業による取組 

オオクチバスよりも低水温に強く、流水域での適応能力が高いコクチバスの

繁殖が、県内河川で顕在化していることから、産卵の抑制や捕獲の促進を図り

ます。 

 

(3)  栃木県版外来種リストの作成 

     県内の外来種の生息・生育状況などを整理したうえでリスト化し、駆除の必

要性を広く周知します。リスト化に当たっては、国が指定している特定外来生

物や要注意外来生物のほか、国内の他の地域から持ち込まれた移入種など、本

県や隣接県で生態系などに影響を及ぼしている種についても検討の対象とし

ます。 

 

 (4)  栃木県ホームページ（県ＨＰ）などを活用した情報提供 

     外来種防除に関する科学的知見や保全活動団体が実施している駆除活動に

ついて、県ＨＰなどを通じて広く県民に情報提供を行います。 

    

 (5)  屋外放逐の防止 

   ペットの屋外放逐などに起因する外来種の野生化が問題となっていること

から、最後まで責任を持ってペットを飼う必要性などについて、県ＨＰやパン

フレットを通じて普及啓発を行うとともに、屋外放逐の規制について検討を進

めます。 

 

 

 

 

 

 
オオクチバスなどの駆除作業（大田原市） 

 
奥日光におけるオオハンゴンソウ等除去作戦 

遺伝子組換え生物 

近年、遺伝子組換えセイヨウナタネの野生化や在来種との交雑などの事例が国内で確認され

ています。 

遺伝組換え生物については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律」（平成 15 年法律第 97 号）に基づく国の事前環境評価の結果、生物多様性へ

の影響がないもののみ使用できることとなっていますが、県としても情報の収集に努めていま

す。 
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５ 地球温暖化への対応 

地球温暖化の進行が、生物多様性に深刻な影響を与えると予想されることから、

「とちぎ環境立県戦略」（平成２１年栃木県）や、平成２２年度に策定予定の「栃

木県地球温暖化対策実行計画」に基づき、地域から積極的に地球温暖化防止対策

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と ち ぎ 環 境 立 県 戦 略 の概要 
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６ 生物多様性を支える人づくりの推進 

  (1)  県民意識の醸成 

①  広報活動の強化 

  マスメディアや県ＨＰ、パンフレットのほか、関係団体等との連携を図り、

シンポジウムなどの各種イベントを通じて、生物多様性の理解促進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

② 環境学習の推進 

 学校や公民館、地域の学習グループなどにおいて、環境学習プログラムな

どを活用して環境学習を推進します。また、環境学習を通じて芽生えた環境

保全活動への意欲を、「きっかけやしくみづくり」を通じて、具体的な実践

活動につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 絶滅のおそれのある種の普及啓発 

本県における野生生物や自然環境の現状を、「レッドデータブックとちぎ」

などにより広く県民に周知します。 

 

   (2) 自然とのふれあい                       

① ふれあいの場の整備 

         自然公園施設や都市公園については、自然とのふれあいを求める県民ニー

ズに合わせた整備・管理を行うとともに、生物多様性の保全について配慮に

努めます。 

また、市町が行う雑木林の保全再生を「とちぎの元気な森づくり県民税」

などにより支援します。 

 
平成２１年度とちぎ生きものの環シンポジウム 

（宇都宮市） 

 
マイはし作り（日光市） 
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② ふれあう機会の提供 

ア 自然公園や都市公園、社会教育施設、県民の森などにおける自然とのふ

れあい活動を推進します。また、指導者の紹介などを通じて市町や保全活

動団体が行う自然とのふれあい活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     イ 本県の豊かな生物多様性の重要性を理解してもらうため、自然とふれあ

う県民参加型の生き物調査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ ニューツーリズムの促進 

都市住民の農業・農村や自然環境に関するニーズに対応し、本県の立地や

特徴を活かしたニューツーリズム（グリーンツーリズム、エコツーリズムな

ど）を促進します。 

 

 (3)  人材の育成と活用 

    ① 自然ふれあい活動指導者などの活用及びスキルアップ 

自然ふれあい活動指導者の紹介制度をより充実させるとともに、自然ふれ

あい活動指導者などを対象とした研修を行うなど、指導者のスキルアップ

を図ります。 

 

 

 

 

 

 
自然ふれあい活動に関する研修（鹿沼市） 

 
里山の生き物観察会（茂木町） 

 
調査後の学習風景（下野市） 
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② 環境学習や環境保全活動を推進する人材の育成 

ア 教育現場などにおける環境学習を推進するとともに、環境学習プログラ

ムの活用を図るため、教員などを対象とした研修を実施します。 

イ 地域における自主的な環境学習や環境保全活動を推進するため、地域な

どでの活動の牽引役となる人材を育成します。 

ウ 日光杉並木街道をみんなで守っていくため、郷土に誇りと愛着を持った

「杉の並木守」を養成し、その活動を支援します。 

    

   (4) 協働による保全活動 

     ① 多様な主体の協働による保全活動の促進 

生物多様性を保全するためには、それぞれの地域特性に応じた協働による

取組が必要です。シルビアシジミやカワラノギクの保全では、地域住民、国

土交通省、東京大学など多様な主体の協働による取組が進められています。

今後、このような取組を県内各地に広めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

鬼怒川中流域における礫河原の保全・再生 

 多様な主体の協働により保全・再生の取組が進められています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

保全活動団体（うじいえ自然に親しむ会） 

・シルビアシジミの保全   

・シナダレスズメガヤなどの駆除 

地域住民グループ（押上水神会） 

・カワラノギクの保全 

河川管理者（国土交通省） 

・礫河原再生事業 

 

有識者（東京大学保全生態学研究室） 

・学術的助言・指導 

市民、地元小学生、教員、企業など 

・駆除作業に参加 

鬼怒川中流域の礫河原（さくら市） 

 

行政（栃木県・さくら市） 

・保全活動の広報など 
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② 河川美化活動などの促進 

河川愛護の精神と川とのふれあいを深めるため、河川愛護月間（毎年７月）

を中心に、美化活動やアユ、ホタルなどとのふれあい体験などを進めます。 

また、地域住民、市町及び河川管理者の三者が河川美化活動のパートナー

として連携・協力し、河川環境の維持向上を図るとともに、川を愛する心を

育むことを目的とした「愛リバーとちぎ」を実施します。 

さらに、「河川敷に生育する外来種同定マニュアル」を作成・配布するな

ど、活動の一環として外来種の駆除ができる仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 保全活動などに関する情報共有ネットワークづくり 

        「とちぎのエコ・もり」ポータルサイトなどの環境情報共有サイトをよ

り一層活用し、県民をはじめ、保全活動団体や事業者など様々な主体が、

その活動状況や参加者の募集、指導者の派遣などの情報を共有できるネッ

トワークづくりを進めます。    

 

   

 

 

 

(5) 企業活動による取組  

「生物多様性民間参画ガイドライン」（平成２１年環境省）では、原材料の

確保や調達、商品の販売・製造、社有地の利用、社会貢献活動のあり方、環境

報告書による情報開示など企業が行う生物多様性保全に関する具体的な留意

事項などについて示しています。このガイドラインの普及を図るなど、生物多

様性に関する事業者の自主的な取組を促進します。 

また、企業、団体などが社会貢献活動の一環として主体的に行う森林整備活

動への取組を支援していきます。 

 

「とちぎの環境」ポータルサイト 

http://eco.ecomori-tochigi.jp/ 

 

「とちぎの森づくり」ポータルサイト 

http://mori.ecomori-tochigi.jp/ 

 

 

「愛リバーとちぎ」における三者の役割 

市町 
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第５章 重点プロジェクト 
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第５章 重点プロジェクト                              

  

本章では、第４章「行動計画」で体系的に５つの分野に整理した各種の取組の中から、

本県の地域特性を踏まえ、重要かつ緊急性のあるものを、今後５年間で取り組む重点プ

ロジェクトとして位置付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 里地里山保全再生プロジェクト 

（主な取組） 

◎ 地域主体の森づくりによる里山の保全再生  ◎ 人と野生獣との緩衝帯としての森林整備 

◎ 共同活動による農地などの管理の促進    ◎ 雑木林の経済林としての再生活用 

◎ 里地里山の体験交流型観光資源としての活用 

２ 河川・湿地保全再生プロジェクト 

（主な取組） 

◎ 奥日光などにおける外来種の重点的な駆除 

◎ 野生獣から湿原を守る取組 

◎ 魚類の生息環境の保全・再生 

３ 野生動植物保全プロジェクト 

（主な取組） 

◎ 自然環境保全地域の新たな指定 

◎ 日光杉並木街道の保全 

◎ ミヤコタナゴなどの系統保存 

４ 生物多様性を支える人づくりプロジェクト 

（主な取組） 

◎ 子どもたちが身近な自然とふれあう機会の創出  ◎ 「国際生物多様性の日」記念事業の実施   

◎ 生物多様性県民行動リストの作成       ◎ 「生物多様性アドバイザー」(仮称)の養成・認定 

 

５ 企業・大学との連携プロジェクト 

（主な取組） 

◎ 企業などからの寄附を多様な主体が参加する保全活動に活用 

◎ 宇都宮大学里山科学センターと連携した野生鳥獣管理指導者の養成・活用 
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11    里里地地里里山山保保全全再再生生ププロロジジェェククトト  

 本県の特色である里地里山を県民、保全活動団体、事業者、行政などの各主体の協

働により、保全再生する取組を推進します。 

 

○ 里山での取組 

★ 地域主体による森づくりを進めることで、ホタルやカタクリなど身近な動植物や

ふるさとの優れた自然景観の保全再生を図ります。 

□取組例 「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した地域主体の森づくり 

（もおか環境パートナーシップ会議など） 

      「ふるさと街道景観里親制度」による下草刈りや植栽活動 

（那須街道沿いの県有地） 

      「とちぎ里山林モデル地区」として、チチタケ（チタケ）やクワガタ

ムシなど、かつて身近だった生き物を呼び戻す里山林の整備 

 

★ イノシシなどによる農林業被害が発生している地域で、耕作地に隣接する森林の

徹底した刈払いを行い、人と野生獣との生活圏の境界となる緩衝帯とします。 

 □取組例 佐野市下秋山地区における地域ぐるみの獣害対策  

 

★ 人工林の除間伐を推進することにより、手入れの遅れた人工林の健全化を図り、

公益的機能を増進します。 

 □取組例 「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した間伐の実施 

 

○ 里地での取組 

★ 農業従事者や地域住民などの共同活動による農地や農地周辺の管理活動を促進し

ます。 

 □取組例 「農地・水・環境保全向上対策」による共同活動の実施 

 

★ 環境にやさしい農業（減化学農薬、減化学肥料など）を進め、生き物がにぎわう

田んぼづくりを進めます。 

□取組例 ＧＡＰの取組を通した環境に配慮した農業の定着 

 

★ 公共工事実施における生態系保全のため、地域住民が参加する保全活動を推進し

ます。 

 □取組例 農業農村整備事業に併せて行う、動植物の一時的な避難などの保全活動

の実施  
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○ 地域資源としての再生・活用 

★ 近年活用されることが少なくなった本県の特徴である雑木林を、補助事業などを

活用して経済林（シイタケの原木や薪炭などとして定期的に伐採し、萌芽更新する

ことにより収入が得られる森林）として整備することにより、地域資源そして昔な

がらの美しい雑木林として再生します。 

 □取組例 那須南森林組合による雑木林の除間伐などの実施 

 

★ ニューツーリズムの一環として、すぐれた自然景観や里地里山を地域資源として

活かした体験交流型の観光を進めます。 

 □取組例 豊かな生物多様性を体験できるモデルコースの設定 

 

★ 環境にやさしい農業の理解促進や農産物の高付加価値化に向けて、地域の身近な

生き物をシンボルとして活用する取組を広めるとともに、これらの農産物の消費拡

大を促します。 

 □取組例 逆面エコ・アグリの里におけるフクロウ米の栽培（宇都宮市）  

 

★ 林業経営の集約化や林業事業体の体質強化により、活力ある林業・木材産業の確

立を図ります。また、間伐材や落ち葉、家畜のふん尿などをバイオマスとして活用

する取組を進めます。 

 □取組例 有機物リサイクルセンター美土里館（茂木町）での堆肥化事業  

 

 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

  とちぎ里山林モデル地区数   ０箇所    ５箇所 

 地域ぐるみでの獣害対策取組地区数   ０箇所  １０箇所 

 

指 標 
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22  河河川川・・湿湿地地保保全全再再生生ププロロジジェェククトト  

貴重な動植物が生息・生育し、里地里山と並び本県を代表する生態系である河川・

湿地地域を保全再生する取組を推進します。 

 

○ 外来種の駆除 

★ 奥日光や鬼怒川礫河原、渡良瀬遊水地など、外来種の影響が深刻化している地域

を中心に、多様な主体の参加による重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進

めます。 

 □取組例 奥日光オオハンゴンソウ等除去作戦 

      湯ノ湖におけるコカナダモの刈り取り 

      うじいえ自然に親しむ会による鬼怒川礫河原でのシナダレスズメガヤ 

の除去 

 

○ 野生獣対策 

★ シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めます。 

 □取組例 井戸湿原などへの防護柵の設置・管理 

      五色沼周辺でのシラネアオイの保全  

 

○ 魚類の生息環境の保全・再生 

★ 水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生息環境が悪化して

いるニッコウイワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進め

ます。 

 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

 外来種駆除活動数  ５箇所  １０箇所 

 人工産卵床の設置箇所数 ８０箇所 １６０箇所 

 

指 標 
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33  野野生生動動植植物物保保全全ププロロジジェェククトト  

本県を代表する動植物や絶滅のおそれが高まっている種について、その保全を進め

ます。 

 

○ 生息・生育地の保全 

★ 栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地

を自然環境保全地域に指定するなど、生息・生育地の保全を進めます。 

 

★ 「県立自然公園条例」などを改正するとともに、生態系を維持・回復する事業を

実施します。 

 □取組例 井戸湿原保全対策事業（立入制限、シカ柵、移入種対策など） 

 

★ 特別天然記念物である日光杉並木街道の保護を進めます。 

□取組例 並木杉の樹勢の回復や保護用地の公有化 

バイパス整備（通過交通の排除による振動や排気ガス軽減） 

 

○ 種の保全 

★ 特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に

配慮しながら飼育・栽培を行います。 

 □取組例 水産試験場によるミヤコタナゴの系統保存 

 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

 自然環境保全地域指定数 ２６箇所 ２９箇所 

 生態系維持回復事業実施箇所数  ０箇所  ２箇所 

 

指 標 
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44  生生物物多多様様性性をを支支ええるる人人づづくくりりププロロジジェェククトト  

 自然とのふれあいや環境学習を通じて、生物多様性への理解を深め、生物多様性の

ために自ら行動する人づくりを進めます。 

 

○ 自然とふれあう機会の創出 

★ 市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の世代を担う子どもた

ちを対象に身近な自然とふれあう機会を提供します。 

 □取組例 自然ふれあい活動指導者の学校などへの紹介制度 

      「農地・水・環境保全向上対策」による田んぼまわりの生き物調査 

 

★ 「とちぎの元気な森づくり県民税事業」などを活用し、森を育む人づくりを進め

ます。 

□取組例 とちぎ「森の楽校」事業による体験講座 

 

★ 県立博物館や日光自然博物館を核として、県内のビジターセンターや市町の自然

環境施設などと連携しながら、自然とふれあう機会の提供や生物多様性に関する情

報発信を進めます。 

 □取組例 県立博物館における県内の施設と連携した移動博物館・移動講座 

日光自然博物館における自然観察会・自然解説ガイド 

       

○ 県民意識の醸成 

★ 国際生物多様性の日（毎年５月２２日）を中心に、自然観察会や外来種の駆除、

シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと連携・協働して

県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図ります。 

 □取組例 奥日光における「国際生物多様性の日」記念事業 

 

★ 県民をはじめとした様々な主体から生物多様性に配慮した行動（案）を募集し、

県民共通の「生物多様性行動リスト」を作成するなどして、生物多様性に配慮した

ライフスタイルへの転換を目指します。 
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★ 県、市町、活動団体、ボランティア及び事業者から構成される「エコ・もり地域

推進協議会」において、地域特性を活かした生物多様性に関する普及啓発活動を積

極的に展開します。 

 

★ 栃木県版レッドリストを改訂し、本県の生物多様性の現状を広く県民に周知しま

す。 

 

○ 人材の養成・活用 

★ 生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー（仮称）」を新たに養成・

認定し、自然観察会や獣害対策、企業が行う保全活動などに活用します。 

 

 

 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

自然保護活動ボランティア数 １４，０４５人 ２０，０００人 

生物多様性アドバイザー（仮称）認定者数      ０人    ２５０人 

 

指 標 
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55  企企業業・・大大学学ととのの連連携携ププロロジジェェククトト  

企業活動を通じた生物多様性保全への貢献や、大学の専門的な知識・技術を活用し

た取組を進めます。 

  

○ 企業との連携 

★ 企業などからの寄附を基金として受け入れ、多様な主体が参加する生物多様性の

保全活動などに活用します。 

□取組例 ラムサール条約湿地で実施する「いきものつながり調査」など県民参加

型普及啓発活動 

 

★ 社有地を活用した生物多様性への貢献や、企業と地域住民・保全活動団体などと

の連携した保全活動を促進します。 

□取組例 社有地への野鳥の森やビオトープの設置 

      外来種駆除や植樹活動への参加 

 

○ 大学との連携 

★ 連携協定に基づき、大学の有する専門知識や教育・研究に関する技術を活かした

取組を進めます。 

 □取組例 宇都宮大学里山科学センターと連携した野生鳥獣管理指導者の養成・活

用や、希少種の生息・生育情報の集約化 

      東京農工大学及び宇都宮大学と連携した野生鳥獣管理のための研究 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

「いきものつながり調査」報告数 ０報告 １，０００報告 

 野生鳥獣管理指導者の養成者数 ０人 １００人 

 

指 標 
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第５章の２ 戦略の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第１節  見直し方針 

 １ 次期環境基本計画における 10 年後の将来像及び基本目標 

 ２ 新たな環境課題 

 ３ 社会情勢の変化等  

第２節  重点プロジェクト（前期）の検証 

 １ 指標項目の状況 

 ２ 指標項目以外の状況 

第３節  重点プロジェクト（後期）の方向性 

１ 今後の課題 

２ 行動計画の点検 

３ 重点プロジェクト（後期）の狙い 

第４節  重点プロジェクト（後期：平成 28 年度～平成 32 年度） 

 １ 生物多様性を支える農山村活性化プロジェクト 

 ２ 誇れる自然（自然公園等）の保全・利活用プロジェクト 

 ３ 身近な自然（里地里山等）の保全・利活用プロジェクト 

 ４ 野生鳥獣との共生プロジェクト 

 ５ 人、地域、企業、団体等の協働推進プロジェクト 
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第５章の２ 戦略の見直し                              

 第１節 見直し方針 

  戦略の見直しについては、第１章第３節「戦略の期間」において、策定から「５年

を目途に見直し」することとなっており、今般、本県の環境保全に関する総合計画で

ある環境基本計画が改定されることから、その趣旨に沿った見直しをする必要があり

ます。 

また、戦略策定後の新たな環境課題や社会情勢の変化等も踏まえて、次の視点を重

視して見直しを行いました。 

 

  １ 次期環境基本計画における 10 年後の将来像及び基本目標 

本県の豊かな環境を保全するとともに利活用し、地域活性化につなげていく

「守り、育て、活かす、環境立県とちぎ」 

   (1) 地球温暖化に立ち向かう社会づくり 

   (2) 良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に利用する社会づくり 

   (3) 豊かで誇れる自然を次代に引き継ぐ社会づくり  

 

  ２ 新たな環境課題 

    温室効果ガス排出削減対策、再生可能エネルギー利活用促進 

 

  ３ 社会情勢の変化等 

人口減少、過疎化に対し、住み続けられる地域づくりを推進 

 

 第２節 重点プロジェクト（前期）の検証 

  １ 指標項目の状況 

 

 

指 標 項 目 

現況値 

(H21) 

目標値 

(H27) 

実績値※ 

(H27) 

達成度※ 

 

１１  里里地地里里山山保保全全再再生生ププロロジジェェククトト 

① とちぎ里山林モデル地区数 ０箇所 ５箇所 ６箇所 ◎ 

→H25 に目標値達成。モデル地区においては、継続して生物多様性に配慮した森

林の利活用・維持管理が行われている。 

② 地域ぐるみでの獣害対策取組地区数 ０箇所  10 箇所 13 箇所 ◎ 

→H26 に目標値達成。野生鳥獣による農林業等の被害対策については、捕獲だけ

ではなく、環境整備や防除対策に地域・集落ぐるみで総合的に取り組むことが

重要である。 
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指 標 項 目 

現況値 

(H21) 

目標値 

(H27) 

実績値※ 

(H27) 

達成度※ 

 

22  河河川川・・湿湿地地保保全全再再生生ププロロジジェェククトト 

③ 外来種駆除活動数 5 箇所 10 箇所 10 箇所 〇 

→H27 に目標値を達成する見込みであるが、引き続き希少種が被圧されている状

況や特定外来生物に関する情報の発信に努めていく必要がある。 

④ 人工産卵床の設置箇所数 80 箇所 160 箇所 66 箇所 ▲ 

→東日本大震災の影響を受けて設置数は減少したが、設置の適地を考慮して目標

数値を再設定し、取組を継続していく必要がある。 

33  野野生生動動植植物物保保全全ププロロジジェェククトト 

⑤ 自然環境保全地域指定数 26 箇所 29 箇所 29 箇所 〇 

→H27 に目標値を達成する見込みであり、当面新規地区指定の予定はないが、レ

ッドリスト改訂情報を踏まえ、見直し等について検討していく必要がある。 

⑥ 生態系維持回復事業実施箇所数 0 箇所 2 箇所 2 箇所 ◎ 

→H26 に目標値達成。当面新規対象箇所の予定はないが、地域における希少種保

全活動の状況などを踏まえ、適切に対応していく必要がある。 

44  生生物物多多様様性性をを支支ええるる人人づづくくりりププロロジジェェククトト 

⑦ 自然保護活動ボランティア数 14,045 人 20,000人 22,000人 ◎ 

→H26 に目標値達成。ボランティア活動の機会提供を推進してきたが、引き続き

生物多様性に対する理解の向上にもつなげていく必要がある。 

⑧ 生物多様性アドバイザー認定者数  0 人 250 人 250 人 〇 

→H27 に目標値を達成する見込みであり、一定数を養成してきたことから、地域

活動への参画を促進するなど、アドバイザーの活用を推進する必要がある。 

55  企企業業・・大大学学ととのの連連携携ププロロジジェェククトト  

⑨ 「いきものつながり調査」報告数 0 報告 1,000報告 1,200 報告 ◎ 

→H26 に目標値達成。奥日光（ラムサール条約湿地）において、企業からの寄附

による県民参加型の保全活動を実施（～H27）。 

⑩ 野生鳥獣管理指導者の養成者数 0 人 100 人 120 人 ◎ 

→H26 に目標値達成。宇都宮大学と連携して、地域に密着した野生鳥獣管理指導

者を養成し、９割弱の修了者が鳥獣管理士として認定されている。 

※実績値、達成度は見込み、平成２７年度の実績値は平成２８年９月頃確定 

 ◎：目標年次前に達成、〇：目標達成、△：80％達成、▲：80％未満 
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    指標項目については、一部の項目を除き目標を達成する見込みであり、一定の成

果を得て終了する取組もありますが、新たな課題への対応など、引き続き行動計画

に沿った取組が必要です。 
 

  ２ 指標項目以外の状況 

    指標項目以外の各取組についても一定の成果は得ていますが、今後も継続が必

要な取組が多いため、戦略の終期（～H32）を見据えて実施していく必要があり

ます。 

 

 第３節 重点プロジェクト（後期）の方向性 

  １ 今後の課題 

(1) 里地里山保全再生プロジェクト 

中山間地域においては高齢化・過疎化が急速に進行していますが、里地里山

の生態系はそこに住む人々の営みによって保たれているので、農林業の活性化

や核となる人材の確保・育成による地域活力の維持、向上が急務となっていま

す。 

また、野生鳥獣による農林業被害額は、平成 22 年度は約５億 37 百万円でし

たが、平成 26 年度には約７億 18 百万円に増加しており、持続的な農林業経営

や定住環境が脅かされているなど、鳥獣被害対策は喫緊の課題となっています。 

 

(2) 河川・湿地保全再生プロジェクト 

多くの貴重な野生動植物が生息・生育する河川や湿地において、ボランティ

ア団体等と連携し、外来種の駆除活動を行ってきましたが、外来種の分布が広

がりつつある中、活動団体等のマンパワーにも制約があることから、優先度を

踏まえた対応が必要となっています。 

また、野生獣の増加や生息域の拡大が見られる中、希少野生植物の食害につ

いても、より効果的な対策を進めることが課題となっています。 

さらに、地球温暖化による気候変動など、野生動植物の生息・生育環境も変

化していくことが予想されるので、種や地域の実情に応じた対応が必要となり

ます。 

 

(3) 野生動植物保全プロジェクト 

野生動植物の保全については、生息数や生息環境の変化など実情に応じた対

応が必要なため、継続的な調査によって生息状況を把握し、レッドリスト・レ

ッドデータブックを改訂する必要があります。 

     また、新たな知見等により保全すべき種・地域が明らかになった場合は、地

元の意向等を踏まえ、保全対策を進めていく必要があります。 
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(4) 生物多様性を支える人づくりプロジェクト 

「生物多様性」という言葉の認知度は約 70％と、５年前の県政世論調査時

と比較して 10 ポイント増加しています。今後は、こうした認知度の高まりを

定着させ、より深い理解と自発的な活動に高めていく必要があります。 

また、生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」の活動の

機会が少ない状況にあることから、県民や活動団体等のニーズを把握し、活動

機会を拡大していく必要があります。 

 

(5) 企業・大学との連携プロジェクト 

各種の保全活動を広がりのある効果的な活動として持続させていくには、地

域の住民や団体が核となり社会貢献意識の高い企業等と連携することが重要

ですが、企業等の参画が少ないことから、双方のニーズ等を把握し、連携を拡

大していく必要があります。 

また、大学と連携して養成してきた野生鳥獣管理指導者について、地域に

おける鳥獣対策の指導者として、積極的に活用していくほか、大学の持つ様々

なノウハウを活かしていく必要があります。 

 

  ２ 行動計画の点検 

    第１節見直し方針、第２節重点プロジェクト（前期）の検証及び上記１今後の

課題を踏まえて行動計画の各取組を点検した結果、行動計画については、予防

的・順応的な対応、多様な主体との連携・協働、広域的な視点、社会経済的な仕

組みの考慮及び総合的な考え方と長期的な視点を重視して体系的に示されたも

のであり、今後もこれらの視点で行動計画の各取組を推進していく必要があるこ

とから、引き続き行動計画として掲げていきます。 

 

  ３ 重点プロジェクト（後期）の狙い 

    上記を踏まえ、今後５年間の重要かつ緊急性のある取組の方向性について、次

のとおり重点化を図ることとします。 

 

(1) 生物多様性を支える農山村の活性化 

生物多様性を支えている農山村地域の基幹産業である農林業の成長産業化、

人材の育成確保とともに、バイオマスエネルギーの利用など持続可能な農林業

経営を推進し、農山村地域の活性化を図ります。 

また、田園風景、里山林、特色ある農林水産物など、地域の恵みである農山

村資源が見直されていることから、地域と連携した地産地消の取組など、地域

間交流の推進による活性化を促進します。 



- 64 - 

(2) 地域資源の保全と利活用 

自然公園や里地里山などの地域資源を将来へ引き継いでいくため、本県の

「誇れる自然」である日光国立公園や県立自然公園、ラムサール条約湿地など

の自然環境の保全を図り、あわせて、その魅力を積極的に発信し、利用環境を

整備するなど積極的な利活用にも努めます。 

また、里地里山については、保全・利活用の担い手・リーダーを育成し、地

域主体による活動を促進し、地域の財産である「身近な自然」の持続可能な利

用に努めます。 

 

    (3) 野生鳥獣との共生を可能とする地域づくり 

生息数の増加と生息域の拡大により農林業被害や生態系への影響が生じて

いる野生鳥獣については、適正な管理のもと農林業経営や希少野生植物の保護、

中山間地域の定住環境を確保するため、捕獲による個体数調整、鳥獣を寄せ付

けない環境整備、侵入を防ぐ防除対策に総合的に取り組み、共生を可能とする

地域づくりを推進します。 

 

(4) 人、地域、企業、団体等による協働の推進 

私たちの生命や暮らしは、自然の恵みに深く依存して成り立っており、県民

一人ひとりが生物多様性の重要性を十分認識する必要があることから、これま

で推進してきた多様な主体の協働による活動について、地域やボランティア、

企業の社会貢献等の有機的連携を図るとともに、そうした様々な活動をコーデ

ィネートすることによって、「環境を守り、育て、活かす」基盤づくりを進め

ていきます。 
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 第４節 重点プロジェクト（後期：平成 28 年度～平成 32 年度） 

  第１節見直し方針、第２節前期プロジェクトの検証及び第３節後期プロジェクトの

方向性を踏まえ、平成 28 年度からの５年間で取り組む重要かつ緊急性のあるものを、

重点プロジェクト（後期）として位置付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生物多様性を支える農山村活性化プロジェクト 

（主な取組） 【指標項目：青年新規就農者数 300 人（H26:222 人） ※青年：45歳未満 

林業新規就業者数 208 人（H28-32 累計、H22-26 累計：183 人】 

◇ 持続可能な農林業の推進        ◇ バイオマスエネルギーの利用促進 

◇ 人材・担い手の確保・育成       ◇ 体験型交流の推進         

 

２ 誇れる自然（自然公園等）の保全・利活用プロジェクト 

（主な取組） 【指標項目：自然公園入込数 24,000 千人（H26：22,036 千人）】 

◇ 自然公園等の情報発信の強化      ◇ 誘客促進に向けた環境整備    

◇ レッドデータブックとちぎ等の改訂   ◇ 絶滅危惧種等の生息・生育地の保全再生 

 

３ 身近な自然（里地里山等）の保全・利活用プロジェクト 

（主な取組） 【指標項目：とちぎ里山塾受講者数 150 人（年間 30 人）】 

◇ 地域主体による里山林の保全再生    ◇ 里山の担い手・リーダーの育成 

◇ 里地里山、河川等での保全活動の推進 

 

５ 人、地域、企業、団体等の協働推進プロジェクト 

（主な取組） 【指標項目：マッチングによる社会貢献活動参加企業等数 50 者（年間 10 者）】 

◇ 自然保護活動の支援・コーディネート  ◇ 社会貢献活動の推進 

◇ 各種活動団体の連携促進 

４ 野生鳥獣との共生プロジェクト 

（主な取組） 【指標項目：シカの生息数 16,700 頭、イノシシの生息数 21,600 頭】 

◇ シカ・イノシシの捕獲強化       ◇ 捕獲の担い手の確保・育成 

◇ 被害防止の環境整備・防除対策   
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11    生生物物多多様様性性をを支支ええるる農農山山村村活活性性化化ププロロジジェェククトト  

 持続可能な農林業を推進し、人の営みで保たれていた農山村地域を活性化すること

により、生物多様性の維持・向上に努めます。 
 

○ 持続可能な農林業の推進 

★ 豊かな森林資源を活用した皆伐の本格導入などによる循環型林業を推進します。 

 □取組例 「とちぎ森林創生ビジョン」に基づく各種取組の推進 

★ 持続的な農業を支える生産基盤の整備を進めるとともに、環境負荷の低減や生態

系に配慮した取組を推進します。 

 □取組例 農業農村整備事業における生態系配慮型工法の導入及びモニタリング 

      調査の実施 

      「エコ農業とちぎ」の普及拡大 
 

○ バイオマスエネルギーの利用促進 

★ 農山村の地域資源を活用したバイオマスエネルギーの利用を促進します。 

 □取組例 林地残材等を有効活用した木質系バイオマスの利活用の推進  
 

○ 人材・担い手の確保・育成 

★ 若い世代を中心に農林業の魅力などを発信し、県内外・異業種からの人材を呼び

込むとともに、地域の核となる担い手の確保・育成を推進します。 

 □取組例 栃木県林業労働力確保センター等と連携した情報発信 

学生向けの就農情報提供や栽培体験の実施等による就農促進 
 

○ 体験型交流の推進 

★ エコツーリズムやグリーン・ツーリズムなどを推進し、交流人口の拡大を図り、

農山村の活性化を促進します。 

 □取組例 「栃木県グリーン・ツーリズムネットワーク」を活用した情報発信 

      豊かな地域資源を活用した農山村体験の促進や交流機会の拡大 

★ 農産物直売所等の交流拠点施設の機能の強化を促進し、地域の活性化を推進しま

す。 

 □取組例 農産物直売所等の体験や加工機能等の強化 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

青年新規就農者数（年間、45 歳未満） ２２２人 ３００人 

 林業新規就業者数（５年間累計） １８３人(H22-26) ２０８人(H28-32) 

指 標 
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22  誇誇れれるる自自然然（（自自然然公公園園等等））のの保保全全・・利利活活用用ププロロジジェェククトト  

日光国立公園や県立自然公園、ラムサール条約湿地など本県を代表する地域資源の

保全・利活用を行う取組を推進します。 

 

○ 自然公園等の情報発信の強化 

★ 自然公園等の魅力を地域と連携して更に磨き上げ、積極的に発信していきます。 

 □取組例 英国大使館別荘記念公園（平成 28 年夏～）などの歴史的施設を活用した

各種イベントの実施 

「奥日光ファンクラブ（フェイスブック）」による情報発信 

 

○ 誘客促進に向けた環境整備 

★ 東京オリンピック等の開催により見込まれる国内外の観光客の増加に向け、受入

環境の整備を推進します。 

 □取組例 Ｗｉ-Ｆｉ環境整備、標識多言語化、トイレ洋式化等 

        

○ 栃木県版レッドリスト及びレッドデータブックとちぎの改訂 

★ 栃木県版レッドリスト及びレッドリスト掲載種について解説したレッドデータブ

ックとちぎの改訂を行い、本県の生物多様性の現状を広く県民に周知します。 

 

○ 絶滅危惧種等の生息・生育地の保全再生 

★ 奥日光や鬼怒川礫河原、渡良瀬遊水地など、外来種の影響が深刻化している地域

を中心に、多様な主体の参加による重点的な駆除を実施し、絶滅危惧種等の生息・

生育地の保全再生を進めます。 

 □取組例 渡良瀬遊水地外来植物除去活動 

       

★ 特に生息・生育地が限られる絶滅危惧種等については、遺伝的多様性の維持に配

慮しながら飼育、栽培等を行います。 

 □取組例 水産試験場によるミヤコタナゴの系統保存、二枚貝保全対策研究事業 

        

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

 自然公園入込数 ２２，０３６千人 ２４，０００千人 

 

指 標 
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指 標 項 目 現況値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

 とちぎ里山塾受講者数 ０人 １５０人 

 

指 標 

３３  身身近近なな自自然然（（里里地地里里山山等等））のの保保全全・・利利活活用用ププロロジジェェククトト  

里地里山、河川・湿地など、身近な自然の保全・利活用を行う取組を推進します。 

 

○ 地域主体による里山林の保全再生 

★ 地元住民が中心となった里山林の整備・管理を促進し、地域の憩いの場への再生

など、明るく安全な森づくりを推進します。 

 □取組例 「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した地域主体の森づくり 

 

○ 里山の担い手・リーダーの育成 

★ 里地里山の整備や利活用のノウハウを習得する機会の提供や里山林保全団体と

企業等との交流を促進します。 

 □取組例 「とちぎ里山塾」の開催 

「とちぎの元気な里山林サミット」の開催 

 

○ 里地里山、河川・湿地等での保全活動や身近な地域資源の利活用の推進 

★ 各種保全活動や参加体験型の環境学習などを推進します。 

 □取組例 河川改修における希少種保全（菊沢川：ナガレコウホネ） 

      夢大地応援団等による農村地域の維持・保全 

       多面的機能支払制度による地域共同での生き物調査と生態系保全活動 

★ 地域の身近な自然をシンボルとして活用する取組を広めるとともに、これらの農

産物の消費拡大を促します。 

 □取組例 渡良瀬遊水地周辺におけるラムサールふゆみずたんぼ米の栽培（小山

市）  
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４４  野野生生鳥鳥獣獣ととのの共共生生ププロロジジェェククトト  

野生鳥獣を適正に管理して鳥獣被害を軽減し、農林業等への就労意欲の向上や定住

環境の改善を図り、野生鳥獣との共生を可能とする地域づくりを推進します。 

 

○ シカ・イノシシの捕獲強化 

★ 市町が行う有害捕獲の支援を強化するとともに、県も捕獲に取り組み、平成 25

年度の生息数を平成 35 年度までに半減させます。 

 □取組例 シカ・イノシシ捕獲強化事業や緊急捕獲活動推進事業による捕獲促進 

      指定管理鳥獣捕獲等事業の実施 

林業獣害対策モデル事業による林業被害対策の促進 

 

○ 捕獲の担い手の確保・育成 

★ 狩猟免許の取得支援や実践的な捕獲技術講習などにより担い手の確保・育成を推

進するとともに、認定事業者を支援する取組を進めます。 

 □取組例 「森の番人」確保育成事業の実施 

認定鳥獣捕獲等事業者への支援 

 

○ 被害防止の環境整備・防除対策 

★ ヤブの刈払い等の環境整備を推進するとともに、侵入防止柵の設置や森林におけ

る忌避剤散布及びネット巻き等を効果的に実施し、獣害に強い集落づくりを進めま

す。 

 □取組例 「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した刈払い等の推進 

「鳥獣被害防止総合対策交付金」を活用した防除等の推進 

造林事業等による林業被害対策の推進 

        

  

 

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２５） 目標値（Ｈ３２） 

シカの生息数 ２３，６００頭 １６，７００頭 

 イノシシの生息数 ３３，５００頭 ２１，６００頭 

 

指 標 
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55  人人、、地地域域、、企企業業、、団団体体等等のの協協働働推推進進ププロロジジェェククトト  

自然の恵みを将来にわたって持続的に利用していく社会を目指すため、人、地域、

企業、団体等の各主体の協働による取組を発展させ、「環境を守り、育て、活かす」

基盤づくりを進めます。 

  

○ 自然保護活動の支援・コーディネート 

★ 生物多様性アドバイザーなどの各種人材を活用し、各種保全活動の立ち上げ、取

組の継続化などの支援やコーディネートを推進します。 

□取組例 とちぎ環境・みどり推進機構によるコーディネート事業の実施 

 

○ 社会貢献活動の推進 

★ ボランティアニーズや企業の社会貢献意欲を把握し、企業と地域住民・保全活動

団体とのマッチングによる社会貢献活動を推進します。 

□取組例 企業等の森づくり推進事業の体験参加による促進 

      県ホームページ等による各種保全活動へのボランティア募集ＰＲ 

 

○ 各種活動団体の連携促進 

★ 自然の保護や利活用を目的として地域で活動する団体等の連携を促進し、それぞ

れの活動が本県の生態系ネットワークを支えているとの認識を高め、県民一人ひと

りの生物多様性保全に対する意識の向上につなげていきます。 

 □取組例 各種活動団体の連携を促進する会議等の開催 

 

  

 

 

指 標 項 目 現況値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

マッチングによる社会貢献活動参加企業等数 ０者  ５０者 

 

指 標 
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第６章 戦略の効果的な推進 
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第６章 戦略の効果的な推進                                

第１節 各主体に期待される役割（行動指針） 

  生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた取組を進めるに当たっては、本県で

生活・活動する県民や保全活動団体、事業者、行政が、それぞれの役割を果たすとと

もに、広く連携・協働し、多くの人々が関係する取組に発展させていくことが重要と

なります。 

 ここでは、県が各主体に期待する役割について示します。 

 １ 県民  

    生物多様性の保全と持続可能な利用が日常の暮らしと密接な関わりがあるこ

とを一人ひとりが認識して行動するとともに、自然体験などを通じて豊かな生物

多様性を実感することが期待されます。 

      

・ 生物多様性の保全活動や環境学習、県民参加型の調査への参加 

・ 募金や寄附を通じた保全活動などへの支援 

・ 生物多様性に配慮した商品やサービスの選択と購入 

・ 次の世代を担う子どもたちに地域の自然の豊かさを伝えるための自然体 

験や環境学習の機会づくり 

 

 ２ 保全活動団体 

    地域のリーダーとして様々な保全活動を実践するとともに、生物多様性に関す

る体験の機会を広く提供することが期待されます。 

 

・ 地域特性に応じた生物多様性を保全するための様々な活動の実践 

・ 広く個人の参加を受け入れるためのプログラムの提供や体制づくり 

・ 企業や教育機関、自治会など各種団体の取組の支援・促進 

 

 ３ 事業者 

   事業活動が様々な生物多様性からの恵みによって支えられることを認識し、社

会貢献活動を積極的に行い、生物多様性に配慮した事業活動を行うことが期待さ

れます。 

    

・ 社会貢献活動を通じた森林や里山などでの生物多様性の保全への貢献 

・ 保有している土地や工場などでの生物多様性の保全 

・ 生物多様性の保全に配慮した原材料の確保や商品の調達・製造・販売 

   ・ 企業などの寄附による保全活動団体などの活動への支援 

   ・ 環境保全型農業や多様な森林づくりなどによる生物多様性への配慮 
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 ４ 市町 

    地域住民と最も身近な自治体であることから、住民と一体となり、地域特性に

応じた生物多様性保全に向けた取組を推進することが期待されます。 

   

・ 生物多様性に関する地域戦略や生態系ネットワークの視点を取り入れた 

土地利用計画、緑の基本計画の策定など地域特性に応じた取組 

・ 自然とのふれあいや環境学習を通じた住民の生物多様性に対する理解の 

促進 

・ 里山林の整備や湿原の保全、希少種の保護などに取り組む住民との協働 

 

 

第２節 多様な主体との連携・協働 

 県は、生物多様性に関する情報の発信やネットワークの構築、取組を発展させるた

めの主体間のコーディネートなどによって、各主体間の連携・協働を支援するととも

に、県自らも各主体と連携・協働して多様な取組を行うことにより本戦略を円滑に推

進します。 

 

 １ 県民との協働 

  生物多様性の保全を推進するためには、何よりも県民一人ひとりが生物多様性

に関する認知度を高めることが重要であることから、県民と協働して生物多様性

県民行動リストを作成するなど、認知度の向上に向けた取組を推進します。 

 

２ 保全活動団体との協働 

   保全活動団体が実施している地域特性に応じたきめ細やかな保全活動は、県内

の生物多様性保全の基盤となるため、保全活動などについての情報交換を行いま

す。また、対象や地域、活動内容が異なる団体同士の連携を深めるためのネット

ワークの構築などを推進します。 

 

３ 事業者との連携 

   事業者の社会貢献活動やその経済活動を通じた生物多様性への貢献などは、県

内の生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けて大きな力となります。このた

め、事業者との連携を推進します。 

 

 ４ 市町との連携 

   市町は、地域住民と最も身近な自治体であることから、緊密な連携を図りなが

ら各種の取組を推進します。 
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第３節 教育機関、国・研究機関との連携  

 教育機関と連携した環境学習の推進や国の施策との連携、研究機関の持つ情報・技

術の利用などを通じて効果的に戦略を推進します。 

 

 １ 教育機関との連携 

    小・中学校、高等学校、大学などの教育機関において、自然とふれあい、生物

多様性に関する基本的な知識を身につけることが重要であることから、教育機関

と連携して環境学習を推進します。 

 

２ 国・研究機関との連携 

    「生物多様性国家戦略２０１０」（平成２２年環境省）など国の施策※との連携

や補助事業の活用、研究機関などとの連携による情報や技術の利用を通じて、効

果的に戦略を推進します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 戦略の進行管理 

 「とちぎ環境立県推進本部」（本部長:知事）などにおいて、行動計画や重点プロ

ジェクトに記載された取組の進捗状況を管理します。また、有識者で構成する「栃

木県環境審議会」にその結果を報告するとともに、県ＨＰなどで広く県民に公表し

ます。 

 

※国土交通省「渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画」Ｐ１２参照 

林野庁「緑の回廊」Ｐ３３参照 

行政

　　　　　　　　   　県
各主体間のコーディネート、情報発信・
ネットワーク構築による人づくりの推進

市町
地域住民と一体となった取組の推進

保全活動団体

            教育機関
 環境学習や自然とのふれあい
 の推進

　　　　国・研究機関
国家戦略などの国の施策・補
助事業
国・県などの試験研究機関の
情報・技術

保全活動
自然体験

社会貢献活動

活
用
・
支
援

　環境にやさしい商品・
　サービス

県民

生物多様性を意識したライフスタイルの実践

事業者

生物多様性に配慮した事業活動の実践地域特性に応じた保全・体験活動の実践

 

多様な主体の連携・協働のイメージ 


